
令和８(2026)年３月２日更新 

                   令和８(2026)年度茨城県職員・市町村立小中学校職員採用試験実施計画        

                                        茨城県人事委員会 

試験区分 募集予定職種※1 
主な受験資格※2 

【令和８(2026)年４月１日時点の年齢】 

試験案内 

HP 掲載日 

申込受付期間 

(インターネット申込) 

試験日程及び試験方法 最終合格 

発表日 第１次試験 第２次試験 

県職員採用試験 

(大学卒業程度) 

早
期
日
程 

事務(知事部局等 B)※3、 

事務（警察本部 B）※3 

平成９(1997)年４月２日以降に生まれた人で、学校教

育法による大学（短期大学を除く。)を卒業した人又

は令和９(2027)年３月 31 日までに卒業見込みの人 

【21～28 歳まで】 

３月２日(月) ３月２日(月) 

～３月 23 日(月) 

４月２日(木)～４月 15 日(水) 

基礎能力検査 

５月中旬～５月下旬 

論文試験、口述試験 

適性検査 

６月９日 

電気、機械、土木 A、建

築、化学、薬剤師、管理

栄養士、農業、農業土木、

畜産、林業、水産、心理 

福祉 B※3 

平成９(1997)年４月２日から平成 17(2005)年４月１

日までに生まれた人 

【21～28 歳】 

(薬剤師のみ)平成４(1992)年４月２日以降に生まれ

た人で、薬剤師の免許を有する人又は令和９(2027)年

に実施される薬剤師国家試験により取得見込みの人 

【23～33 歳まで】 

３月２日(月) ３月２日(月) 

～３月 23 日(月) 

４月２日(木)～４月 15 日(水) 

基礎能力検査 

５月中旬～６月上旬 

口述試験、適性検査 

７月７日 

６月 21 日（日） 

専門試験、論文試験 

従
来
日
程 

事務(知事部局等 A)※3、 

事務(警察本部 A)※3、 

福祉 A※3 

平成９(1997)年４月２日から平成 17(2005)年４月１

日までに生まれた人 

【21～28 歳】 

４月 22 日(水) ４月 22 日(水) 

～５月 13 日(水) 

 

６月 21 日（日） 

教養試験、専門試験 

論文試験 (第２次試験として実施) 

７月上旬～８月中旬 

口述試験、適性検査 

８月 18 日 

 

秋
冬
期
日
程 

土木 B 平成９(1997)年４月２日から平成 17(2005)年４月１

日までに生まれた人又は平成 17(2005)年４月２日以

降に生まれた人で学校教育法による大学(短期大学を

除く。)を卒業した人若しくは令和 10(2028)年３月 31

日までに卒業見込みの人 

【20～28 歳まで】 

10 月 28 日(水) 10 月 28 日(水) 

～11 月 17 日(火) 

11 月 29 日(日) 

基礎能力検査、論文試験 

１月上旬～１月下旬 

口述試験、適性検査 

１月 26 日 

県職員採用試験 

(高校卒業程度) 

事務(知事部局等)、 

事務(警察本部) 

平成 17(2005)年４月２日から平成 21(2009)年４月１

日までに生まれた人 

【17～20 歳】 

４月 22 日(水) ７月１日(水) 

～８月 19 日(水) 

９月 27 日（日） 

 教養試験 

 作文試験 (第２次試験として実施) 

10 月中旬～10 月下旬 

口述試験、適性検査 

11 月 10 日 

技術系職種 平成 17(2005)年４月２日から平成 21(2009)年４月１

日までに生まれた人 

【17～20 歳】 

４月 22 日(水) ７月１日(水) 

～８月 19 日(水) 

９月 27 日（日） 

教養試験、専門試験 

作文試験 

 10 月 9 日 

９月下旬～10 月上旬 

口述試験、適性検査 

市町村立小中学校 

職員採用試験 

(高校卒業程度) 

事務(小中学校) 平成 17(2005)年４月２日から平成 21(2009)年４月１

日までに生まれた人 

【17～20 歳】 

４月 22 日(水) ７月１日(水) 

～８月 19 日(水) 

９月 27 日（日） 

教養試験 

作文試験 (第２次試験として実施) 

10 月中旬～10 月下旬 

口述試験、適性検査 

11 月 10 日 

※1 公表時点での予定であり、募集を行わない場合又は追加される場合があります。募集の有無及び採用予定数は、各試験案内をご確認ください。 

※2 受験資格は主なものであり、上記以外の資格が必要となる職種があります。詳細は各試験案内をご確認ください。  

※3 「事務(知事部局等 A)」と「事務(知事部局等 B)」との併願、「事務（警察本部 A）」と「事務（警察本部 B）」との併願、「福祉 A」と「福祉 B」との併願はできません。 


